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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第42期

第１四半期
連結累計期間

第43期
第１四半期
連結累計期間

第42期

会計期間
自　2022年４月１日
至　2022年６月30日

自　2023年４月１日
至　2023年６月30日

自　2022年４月１日
至　2023年３月31日

売上高 （百万円） 4,007 4,280 16,442

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △26 188 24

親会社株主に帰属する四半期純利益又

は親会社株主に帰属する四半期（当

期）純損失（△）

（百万円） △51 124 △276

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △49 124 △263

純資産額 （百万円） 1,112 1,023 898

総資産額 （百万円） 21,120 21,076 20,252

１株当たり四半期純利益又は１株当た

り四半期（当期）純損失（△）
（円） △4.59 11.14 △24.66

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 5.2 4.8 4.4

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２　第42期第１四半期連結累計期間及び第42期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、１

株当たり四半期（当期）純損失であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。第43期第１四半

期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。

３　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期（当期）純損失の算定上、「従業員株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯ

Ｐ）」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式を、期中平均株式数の

計算において控除する自己株式に含めております。

 

 

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1）財政状態及び経営成績の状況

 

①経営成績の状況

　当四半期連結会計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響は収まりつつあるも

のの、ロシアのウクライナ侵攻が続き、エネルギー価格の高騰や物価高、また、円安の影響も加わり、依然として

先行きは不透明な状況です。

　介護サービス業界におきましては、引き続き超高齢化社会への移行に伴い、介護サービスの利用者数は増加し、

需要は更に高まっております。

　その一方で、様々な業種にて人材不足が叫ばれている中、介護サービス業界におきましても、海外の人材も含

め、人材確保に取り組むことは急務となっており、有資格者の確保はとりわけ困難な状況となっております。それ

らを改善するために、業界では、介護事業に従事することが社会において魅力があり、生きがいを持てる環境造り

が求められております。

　このような状況のもと当社グループにおきましては、収益面では、既存施設において施設稼働率を上昇させるた

め、新規利用者の獲得とサービスの向上に努めました。費用面では、介護職員に係る人件費の増加により売上原価

が増加しましたが、販売費及び一般管理費は人件費や消耗品費の削減により減少しました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は4,280百万円（前年同四半期比6.8％増）となり、営業利益は

227百万円（前年同四半期は営業損失２百万円）、経常利益は188百万円（前年同四半期は経常損失26百万円）、親

会社株主に帰属する四半期純利益は124百万円（前年同四半期は損失51百万円）となりました。

　セグメント別の状況は次のとおりであります。

 

（デイサービス事業）

　当セグメントにおきましては、既存デイサービス施設のサービスの質の向上により施設稼働率の向上に努めまし

た。また新型コロナウイルス感染症の流行により、ご利用を控えていた利用者が徐々に利用再開され、回復傾向に

あります。その結果、売上高は893百万円（前年同四半期比3.1％増）、セグメント利益は83百万円（同39.5％増）

となりました。

 

（施設サービス事業）

　当セグメントにおきましては、既存の有料老人ホームの入居者獲得に注力し入居率の向上に努めました。その結

果、売上高は3,088百万円（同8.7％増）、セグメント利益は438百万円（同79.7％増）となりました。

 

（在宅サービス事業）

　当セグメントにおきましては、利益率の改善のため人員配置や業務手順の見直し等、効率的な運営に取り組むこ

とに注力してまいりましたが、売上高は275百万円（同0.1％減）、セグメント損失は7百万円（前年同四半期はセ

グメント損失3百万円）となりました。

 

②財政状態の状況

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて823百万円増加して21,076百万円と

なりました。これは主として、現金及び預金が831百万円、売掛金が127百万円増加し、建物及び構築物が86百万

円、リース資産が59百万円減少したことによるものであります。負債につきましては、前連結会計年度末に比べて

698百万円増加して20,052百万円となりました。これは主として、短期借入金が340百万円、長期借入金が126百万

円、未払法人税等が71百万円増加し、賞与引当金が176百万円、リース債務が51百万円減少したことによるもので

あります。また、純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて124百万円増加して1,023百万円となりまし

た。これは主として、利益剰余金の増加124百万円によるものであります。
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(2）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　前事業年度の有価証券報告書に記載した「第２　４．経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの

状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

（3）財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当第１四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に

ついて重要な変更はありません。

 

(4）経営方針・経営戦略等

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあり

ません。

 

(5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な

変更はありません。

 

(6）研究開発活動

　該当事項はありません。

 

 

３【経営上の重要な契約等】

 当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社シダー(E05478)

四半期報告書

 4/19



第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 20,000,000

計 20,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2023年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2023年８月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 11,476,000 11,476,000
東京証券取引所

スタンダード市場

単元株式数

100株

計 11,476,000 11,476,000 ─ ─

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額

（百万円）

資本金
残　高

（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残　高

（百万円）

2023年４月１日～

2023年６月30日
－ 11,476,000 － 432 － 308

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2023年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

    2023年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 11,473,100 114,731 －

単元未満株式 普通株式 2,800 － －

発行済株式総数  11,476,000 － －

総株主の議決権  － 114,731 －

（注）１「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式37株が含まれております。

　　　２「完全議決権株式（その他）」欄には「従業員株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」の信託財産として

　　　株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する株式253,900株（議決権の数2,539個）が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2023年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社シダー
福岡県北九州市

小倉北区足立2-1-1
100 － 100 0.0

計 － 100 － 100 0.0

（注）「従業員株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有す

る株式253,900株については、上記の自己株式等に含まれておりません。

 

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2023年４月１日から2023

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2023年４月１日から2023年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2023年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2023年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,027 1,858

売掛金 2,787 2,914

その他 200 178

貸倒引当金 △2 △3

流動資産合計 4,013 4,948

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,718 6,632

土地 2,407 2,407

リース資産（純額） 3,860 3,801

その他（純額） 165 183

有形固定資産合計 13,152 13,024

無形固定資産 107 101

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,209 2,192

その他 772 811

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 2,979 3,002

固定資産合計 16,239 16,127

資産合計 20,252 21,076
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2023年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2023年６月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 266 275

短期借入金 3,527 3,867

１年内返済予定の長期借入金 739 772

未払法人税等 60 131

賞与引当金 246 69

その他 1,368 1,701

流動負債合計 6,208 6,817

固定負債   

長期借入金 6,072 6,165

リース債務 5,094 5,042

退職給付に係る負債 618 634

株式給付引当金 7 9

資産除去債務 325 326

その他 1,028 1,056

固定負債合計 13,146 13,234

負債合計 19,354 20,052

純資産の部   

株主資本   

資本金 432 432

資本剰余金 307 307

利益剰余金 205 330

自己株式 △59 △59

株主資本合計 886 1,011

その他の包括利益累計額   

退職給付に係る調整累計額 4 3

その他の包括利益累計額合計 4 3

非支配株主持分 7 8

純資産合計 898 1,023

負債純資産合計 20,252 21,076
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2023年４月１日
　至　2023年６月30日)

売上高 4,007 4,280

売上原価 3,633 3,693

売上総利益 373 587

販売費及び一般管理費 375 360

営業利益又は営業損失（△） △2 227

営業外収益   

受取利息 2 2

受取賃貸料 3 3

助成金収入 48 34

その他 3 4

営業外収益合計 58 44

営業外費用   

支払利息 82 79

その他 0 3

営業外費用合計 83 83

経常利益又は経常損失（△） △26 188

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△26 188

法人税、住民税及び事業税 68 107

法人税等調整額 △43 △45

法人税等合計 24 62

四半期純利益又は四半期純損失（△） △50 125

非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△51 124
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2023年４月１日
　至　2023年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △50 125

その他の包括利益   

退職給付に係る調整額 1 △1

その他の包括利益合計 1 △1

四半期包括利益 △49 124

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △50 123

非支配株主に係る四半期包括利益 0 0
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【注記事項】

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

該当事項はありません。

 

（追加情報）

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

当社は、2021年５月14日開催の取締役会決議に基づき、2021年５月31日より、従業員に対して自社の株式を給

付するインセンティブプラン（以下「本プラン」という。）を導入しております。

(1) 取引の概要

本プランの導入に際し制定した「株式給付規程」に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当

社株式を給付する仕組みであります。

将来給付する株式を予め取得するために、当社は「従業員株式給付信託（J－ＥＳＯＰ）」の信託財産

として株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）に金銭を信託し、当該信託銀行はその信託された金銭によ

り当社株式を取得いたします。

 

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己

株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度59百万円、253,900

株、当第１四半期連結会計期間59百万円、253,900株であります。

 

(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

該当事項はありません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2022年４月１日
至　2022年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2023年４月１日
至　2023年６月30日）

減価償却費 193百万円 181百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自2022年４月１日　至2022年６月30日）

配当金支払額

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自2023年４月１日　至2023年６月30日）

配当金支払額

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自2022年４月１日 至2022年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）

合計
 

デイサービス

事業

施設サービス

事業

在宅サービス

事業
計

売上高       

外部顧客への売上高 866 2,841 275 3,983 23 4,007

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － 262 262

計 866 2,841 275 3,983 285 4,269

セグメント利益
又は損失（△）

59 244 △3 299 34 334

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、給食事業及び福祉用具事業等で

　　　あります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）

 （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 299

「その他」の区分の利益 34

セグメント間取引消去 △0

全社費用（注） △336

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △2
 
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自2023年４月１日 至2023年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）

合計
 

デイサービス

事業

施設サービス

事業

在宅サービス

事業
計

売上高       

外部顧客への売上高 893 3,088 275 4,256 24 4,280

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － 281 281

計 893 3,088 275 4,256 305 4,562

セグメント利益
又は損失（△）

83 438 △7 514 32 546

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、給食事業及び福祉用具事業等で

　　　あります。
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２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）

 （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 514

「その他」の区分の利益 32

セグメント間取引消去 0

全社費用（注） △320

四半期連結損益計算書の営業利益 227
 
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自2022年４月１日 至2022年６月30日）

（単位：百万円）

 

報告セグメント
その他

（注）
合計デイサービス

事業

施設サービス

事業

在宅サービス

事業
計

北海道地区 － 166 － 166 － 166

東北地区 － 79 － 79 － 79

関東地区 260 628 36 925 － 925

甲信・東海地区 84 367 2 454 － 454

関西地区 － 224 － 224 － 224

中四国地区 95 186 31 313 － 313

九州地区 426 319 203 949 23 973

顧客との契約から生

じる収益
866 1,972 275 3,113 23 3,137

その他の収益 － 869 － 869 － 869

外部顧客への売上高 866 2,841 275 3,983 23 4,007

 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、給食事業及び福祉用具事業等で

あります。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自2023年４月１日 至2023年６月30日）

（単位：百万円）

 

報告セグメント
その他

（注）
合計デイサービス

事業

施設サービス

事業

在宅サービス

事業
計

北海道地区 － 175 － 175 － 175

東北地区 － 86 － 86 － 86

関東地区 270 716 41 1,029 － 1,029

甲信・東海地区 87 381 1 471 － 471

関西地区 － 245 － 245 － 245

中四国地区 102 181 29 313 － 313

九州地区 431 339 202 973 24 997

顧客との契約から生

じる収益
893 2,126 275 3,295 24 3,319

その他の収益 － 961 － 961 － 961

外部顧客への売上高 893 3,088 275 4,256 24 4,280

 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、給食事業及び福祉用具事業等で

あります。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2022年４月１日
至　2022年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2023年４月１日
至　2023年６月30日）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損

失（△）
△4円59銭 11円14銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株

主に帰属する四半期純損失（△）（百万円）
△51 124

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利

益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

(百万円）

△51 124

普通株式の期中平均株式数（千株） 11,221 11,221

 
（注）１　前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純

損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当第１四半期連結累計期間の潜在株式

調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

　　　２　「従業員株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）

が保有する当社株式を、１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失の算定上、期中平均株式数の

計算において控除する自己株式に含めております（前第１四半期連結累計期間 254千株、当第１四半期連結

累計期間 253千株）。

 

 

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2023年８月10日

株　式　会　社　シ　ダ　ー
 

 取　締　役　会　　　御　中   

　

 

有限責任監査法人トーマツ

　福　 岡　 事　 務　 所

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 宮嵜　健

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 下平　雅和

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社シダー

の2023年４月１日から2024年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2023年４月１日から2023年６月30

日まで）及び第１四半期連結累計期間（2023年４月１日から2023年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社シダー及び連結子会社の2023年６月30日現在の財政状態及び

同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点に

おいて認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

 

（注）１．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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